
（主たる営業所） 〒 -

（その他の営業所） 〒 -

〒 -

〒 -

〒 -

〒 -

（記載要領）

１　　「主たる営業所」は、本店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事業所を記載すること。

２　　「専任者の氏名」は、営業所ごとに次のいずれかに該当する専任者の氏名を記載すること。

イ　一般建設業許可については、建設業法第７条第２号に定める営業所技術者

ロ　特定建設業許可については、建設業法第１５条第２号に定める特定営業所技術者

※　統一様式等で作成したものでも可

〇 〇田〇子

〇〇 〇 〇

〇〇 〇 〇〇 〇

5 甲府　次郎
建設コンサルタント
業務等

なし

〇〇 〇 〇〇 〇

4

〇〇 〇 〇〇 〇 〇〇 5

〇〇 〇 〇〇 4

〇〇県〇〇市〇〇三丁目〇番〇号

〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇 〇

〇〇 〇

営業しようとする建設業

（甲府市上下水道局）営　　業　　所　　一　　覧　　表　　（　工　事　）

甲府営業所

〇〇営業所

土木、建築、造園

土木、建築

400 ××××

山梨県甲府市△△五丁目×番◇号
コウフビル５階

（甲府市）

（記載例）土木、建築

⑩
建設業以外に行って

名　　　　　　　　　　称
 　いる営業の種目

電話番号

ＦＡＸ番号
専任者の氏名所　在　地

記入例

記入漏れにご注意ください

登録申請をした工種を全て記
入してください。


